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１ 審査の概要について 

（１）福岡北九州高速道路公社が発注する測量・建設コンサルタント等業務の入札に参加するには、入札

参加について資格審査を受けなければなりません。 

 資格審査を希望される方は、当要領に基づき、適正な競争参加資格の申請書類を提出していただきま

すようお願い致します。 

  特に当要領Ｐ24「７ 申請にあたっての注意事項」については、例年質問等が多くなっていますので、

必ず確認してください。 

（２）競争参加資格の審査には、２年に１回、受付期間を決めて行うもの（定期受付）と、定期受付終了

後、別に受付期間を決めて行うもの（追加受付）の２種類があります。 

 

  受付期間 認定日 

第１回 定期受付 
令和 8 年 4 月 1 日から 

令和 8 年 6 月 1 日まで 
令和 8 年 8 月 1 日 

第２回 追加受付 
令和 9 年 4 月 1 日から 

令和 9 年 6 月 30 日まで（予定） 
令和 9 年 8 月 1 日 

 

 

２ 一般競争（指名競争）参加資格申請ができない方（欠格要件） 

  次に該当する方は、一般競争（指名競争）参加資格審査申請書類を提出できません。 

 

（１）一般競争（指名競争）入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

（２）当該事業に関し、法令の規定により必要とされる許可、登録等を受けていない者 

（３）次の各号のいずれかに該当すると認められた者でその事実があった後、審査の日までに３年を経過  

しない者及びこれらの者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者 

  ア 契約の履行に当たり故意に工事等を粗雑にし、又は工事等の材料の品質若しくは数量に関して不   

正の行為をした者 

  イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連

合した者 

  ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

  エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

  オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 前各号の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履   

行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者及びその者を代理人、支配人その他

の使用人として使用する者 

（４）（３）に該当する者を入札又は見積りの代理人として使用した者 

（５）経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）審査申請書（添付書類を含む。）の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について  

記載をしなかった者 

（７）暴力団員である者。又は、法人でその役員が暴力団員である者。 

（８）県税を滞納している者 

（９）消費税及び地方消費税を滞納している者 

（１０）社会保険（厚生年金・健康保険）及び雇用保険の未加入である者（ただし、法令で適用が除外さ

れている場合は除く。） 

約 2 か月間 

約 3 か月間 
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３ 提出方法及び提出期限 

   

 申請される方は、下記のとおり提出してください。 

提出方法 
郵送 

（簡易書留やレターパック等の配達記録が残るもの） 

持参の可否 持参は不可とする 

提出先 

〒812-0055 

福岡市東区東浜二丁目７番５３号 

  福岡北九州高速道路公社 総務部 財務課 契約係 

受付期間 
令和 8 年 4 月 1 日（月）から令和 8 年 6 月 1 日（月）まで 

（消印有効） 

申請様式等 

下記からダウンロードしてください。 

福岡北九州高速道路公社ホームページ 

→契約情報・技術情報→入札・契約ポータル→入札参加資格登録 

https://www.fk-tosikou.or.jp/keiyaku/portal/nyu-sikaku/nyu-sikaku.shtml 

 

ダウンロード後は、まずチェックリストを印刷し、提出する書類を確認の上、

書類を作成（記入・押印等）してください。 

各書類の詳細な作成方法は、次ページ以降を参照ください。 

申請書類を 

送付する際の 

注意事項 

□封筒の表面に「競争参加資格審査申請書類在中（測量・建設コンサルタント

等」と朱書きで記入してください。 

 

□封筒は、A4 用紙が折り曲がらずに入るサイズを使用してください。 

 

□申請者単位としてください。 

ただし、建設工事にも希望する 

場合は、１申請者においては、 

ひとつの封筒にまとめても 

かまいません。 

 

□行政書士等が代理申請を行う場 

合で、複数者を申請する場合にお 

いて、ひとつの封筒にまとめても 

かまいませんが、混ざらないように 

子封筒に入れるなどの対応をして 

ください。 

 

 

 

 

 

□申請提出時は、必ず控えを保管しておいてください。 

 

□送付書類は製本する必要はありません 

 

朱書きで記入してください。 

福
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８ １２ ０ ０５５ 

https://www.fk-tosikou.or.jp/keiyaku/portal/nyu-sikaku/nyu-sikaku.shtml
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必要提出書類 

提出書類は、次のとおりです。部数は各１部です。 

書類名 備考 

１ 申請書類チェックリスト（測量・建設コンサルタント等）   

２ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書 

（測量・建設コンサルタント等） 
【様式１】 

 

３ 誓約書 【様式２】  

４ 委任状 【様式３】 ☆ 

５ 業態調書（有資格者数及び登録事業） 【様式４】  

６ 業態調書（希望業務） 【様式５】  

７ 営業所一覧表 【様式６】 ☆ 

８ 役員名簿（電子媒体に保存、紙でも 1 部） 【様式７】 ★ 

９ 履歴事項全部証明書 （写し） 法人の場合 

10 身分（身元）証明書 （原本） 個人の場合 

11 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 （写し） ★ 

12 県税が未納でないことの証明書 （写し） ★ 

13 社会保険等の加入についての証明書 （写し） ★ 

14 営業にかかる登録、証明書の写し等   

☆：支店等に委任する場合のみ必要です。★：県等の名簿に登録がある場合は一部提出不要です。 

・原則ダウンロードしたＥxcel ファイルに対し、パソコン等を用いて作成することとし、

様式及び書式は変更しないこと。（様式２、３、４の住所、商号又は名称、役職名、氏

名等については、ゴム印を使用可とします。） 

・事情により、手書きする場合は、ボールペン等で使用するものとし、鉛筆及び消える

ボールペン等は使用しないこと。（楷書で丁寧に記入すること。） 

受領確認 
□ 申請書類等の受領に関する窓口・電話による個別の問い合わせには応じかねます。 

□ 受領確認を必要とする場合は、郵送等の配達記録によりご確認ください。 
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４ 提出書類を揃える（作成する） 

 

 （１）申 請 書 類 チ ェ ッ ク リ ス ト （ 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 ） 

  まず、チェックリストを印刷し、提出する書類の内容を確認の上、書類を作成（記入・押印等）して

ください。各書類の詳細な作成方法は、次ページ以降を参照してください。 

 

  また、提出書類はチェックリストを一番上にして、チェックリストのとおりに並べ、クリップで留め

て郵送（書留郵便やレターパック等の配達記録が残るもの）してください。なお、製本の必要はありま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類がそろったら、チェックリストを読ん

で、記載の要件に書類が合致しているかを

確認し、レ点を記入してください。 

 

□よくあるミスについて 

・記入漏れ、押印漏れがある 

・添付書類が不足している 

 

チェックリストがない場合は、申請を受け

付けすることができません。 

 

「受付印」には何も記入しないでくださ

い。（公社にて使用する欄です。） 
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（２）一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等） （様式１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 申請年月日 発送年月日を記入してください。 

② 新規/更新 
該当する申請区分のいずれかに○印を付けてください。 

（過去に１度でも登録された方：更新） 

③ 業者番号 

更新の方のみ記入してください。 

過去に発行された業者番号は空白期間があっても変わりません。 

Q.業者番号がわかりません。 

A.確認方法は次のとおりです。 

・現在有効の名簿に登録されている方の場合 

  当公社ホームページ公開の名簿にて確認してください。 

  契約情報・技術情報→入札・契約ポータル→入札参加資格登録 

 画面右に配置の「競争参加資格者名簿」を押下してください。 

 ・現在有効の名簿に登録されていない方の場合（空白期間がある方） 

 過去における入札参加資格審査結果通知書にて確認してください。 

通知書をお持ちでない方、もしくは業者番号がわからない方は、 

P25 の問い合せ先までご連絡ください。 
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④ 本社又は本店 

法人の場合は、本社又は本店の代表者、個人の場合は事業主が申請者となります。 

本様式にはゴム印は使用しないこと。 

項 目 備 考 

フリガナ 

カタカナで記入してください。（商号又は名称のカタカナ部分についても記載

してください。） 

ただし株式会社等の法人の種類を表す文字は、記入しないこと。 

商号又は名称 

株式会社等の法人の種類を表す文字は以下の略称を用いてください。 

種類 記号 種類 記号 種類 記号 

株式会社 （株） 協業組合 （業） 公益社団法人 （公社） 

有限会社 （有） 企業組合 （企） 合同会社 （合） 

合資会社 （資） 一般財団法人 （一財） 有限責任事業組合 （責） 

合名会社 （名） 公益財団法人 （公財）   

協同組合 （協） 一般社団法人 （一社）   
 

役職名 代表者の役職名を記入してください。 

フリガナ カタカナで記入してください。 

代表者氏名 姓と名の間は１文字あけて記入してください。 

印 

申請者印を押印してください（実印以外も可）。 

支店等に委任しない場合、こちらに押印した印が公社との入札契約手続きにお

ける使用印となります。 

郵便番号 郵便番号を記入してください。 

フリガナ 

カタカナで記入してください。 

都道府県から「丁目」の前までの範囲を記入してください。 

例）福岡県福岡市東区東浜１丁目２番地３号 東浜ビルディング３階 

→ フクオカケンフクオカシヒガシクヒガシハマ 

住所 

都道府県名から記入してください。 

「丁目」及び「番地」の文字は、「－」（ハイフン）を用いて記入してくださ

い。 

マンション名は省略してください。ただし、部屋番号は省略しないこと。 

例） 福岡県福岡市東区東浜１丁目２番地３号 東浜ビルディング３階 

 → 福岡県福岡市東区東浜１－２－３－３０１ 

登記簿上の住所と営業上の住所が異なる場合には、営業上の住所としてくださ

い。 

TEL/FAX 市外局番より記入してください。 
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⑤ 公社と契約

する支店等 

入札や契約等の権限を支店等に委任する場合のみ記入してください。（この欄に記載した場

合は、記載された支店等が名簿に登載となります。） 

一般競争（指名競争）入札参加資格者名簿に登載されている本社、本店又は支社、支店、営

業所等の住所が、入札参加資格条件として設定される場合があります。 

④に準じて記入してください。 

項 目 備 考 

フリガナ  

支店等の名称 

④本社又は本店から委任を受けて、代理人として公社と契約する支店等の名称

を記入してください。 

 

・支店名のみを記入しない。（商号又は名称から記入すること。） 

例）「株式会社東浜設計事務所 九州支店」を登録する場合 

→ 「（株）東浜設計事務所 九州支店」と記入 

  ※商号又は名称を省略しないでください。 

役職名 支店長等の役職名を記入してください。 

フリガナ  

支店長等氏名 支店長等氏名を記入してください。 

印 

支店長等の印を押印してください。 

この欄に記載した場合、こちらに押印した印が公社との入札契約手続きにおけ

る使用印となります。 

郵便番号  

フリガナ  

住所  

TEL/FAX  
 

⑥ 資本金 

 

「①申請年月日」における直近の決算書に基づき、記入してください。 

⑦ 自己資本額 

 

・金額は、千円単位で入力してください。 

⑧ 営業年数 

競争参加資格希望業種に係る事業の開始日（２業種以上のときは最も早い開始日）から「①

申請年月日」までの期間から、当該事業で中断した期間を控除した期間（１年未満の端数は、

これを切り捨てます。）を記入してください。 

 

なお、組織変更、稼業相続等が行われ、かつ、現企業と前企業が同一性を保持していると認

められる場合は、前企業の創業時とすることができます。 

 

また、吸収合併の場合には、存続会社の営業年数とし、新設合併の場合は消滅会社の営業年

数の算術平均により得た値によるものとします。 
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⑨ 測量等実績高 

ア．「直前２年度分決算」、「直前１年度分決算」及び「直前２か年間の年間平均実績高」

の各欄には、「測量」、「建築関係コンサルタント」、「土木関係建設コンサルタント」、

「地質調査」、「補償関係コンサルタント」、「ソフトウェア関連」のうち希望業種につ

いて記入してください。 

 

イ．それぞれ記入してください。 

＜定義＞ 

(1)直前２年度分決算 (2)の前の決算をいいます。 

(2)直前１年度分決算 「①申請年月日」前に確定した決算を含む過去１年間の決

算をいいます。 

(3)直前２か年間の 

年間平均実績高 

(1)と(2)の合計を２で除した額を記入してください。 

・千円未満四捨五入 

・ただし、希望する全ての業種の合計額が縦計算と横計算

で合わない場合は、いずれかの業種の横計算の「直前２か

年間の年間平均実績高」で端数調整を行ってください。 

（地方消費税及び消費税を含まない金額とします。） 

 

ウ．実績がない業種を希望する場合は、「０」を記入してください。 

エ．決算が１事業年度に１回の場合には、「直前２年度分決算」及び「直前１年度分決算」

の各欄のうち、左側欄のみ記入してください。 

オ．直前の２か年の間に営業年度の変更等があった場合には、以下の例により算定してくだ

さい。 

ケース１ 

営業年度の変更をしたため、「①審査基準日」の直前２か年間に含まれる営業

年数が２４か月に満たない場合 

 

 

(1) 直前２年の各営業年数の合計月数：（Ａ＋Ｂ＝21 か月） 

(2) 不足月数： 24－21＝３か月 

(3) 計算式：  

ケース２ 

新規に営業を開始したため、合計月数が２４か月に満たない場合 

 

計算式：  

ケース３ 

他の企業を吸収合併した場合 

 

吸収合併前の各企業の契約実績も実績高に含めてください。 

ただし、現企業の主として請負う業種と同業種の契約実績に限ります。 
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⑩ 常勤職員数 

いずれも「①申請年月日」において、常時雇用している従業員を記入してください。 

 

(1)常勤技術職員 常時雇用している従業員のうち、専ら測量等業務に従事してい

る技術職員の人数を記入してください。 

(2)常勤事務職員 常時雇用している従業員のうち、専ら測量等業務に従事してい

る事務職員の人数を記入してください。 

(3)その他職員 常時雇用している従業員のうち、(1)、(2)以外の職員の人数を

記入してください。また、法人にあっては常勤役員を、個人に

あっては事業主を含めたものをそれぞれ記入してください。 

合計 上記(1)～(3)の合計人数を記入してください。 

・常時雇用している従業員のみとし、非常勤職員、有効・協力関係にある別会社の職員等は

計上しないでください。 

⑪ 担当者 
申請内容を把握されている担当者（当公社からの問合せに対応可能な方）を記入してくださ

い。 

⑫ 福岡県・ 

競争参加 

資格者名簿 

福岡県の名簿に登録されている場合は、建設工事、建設コンサルタント等又は物品に 

○印を付けてください。（複数・可） 

 

・「①申請年月日」現在の状況を記入してください。 

福岡県の名簿に登録がない方へ 

▼福岡市の名簿に登録がある方の場合 

 

 

▼北九州市の名簿に登録がある方の場合 

 

【参考】 

 福岡県・福岡市・北九州市の名簿に登録がある場合は、資料の一部が提出不要です。詳細はｐ.18～

20 を確認してください。、詳細は P18～20 をご確認ください。 

設立団体・名簿 消費税 

（※1） 

県税 

（※2） 

社会保険等

（※3） 

福岡県 建設工事 提出不要 提出不要 提出不要 

建設コンサルタント等 提出不要 提出不要 提出不要 

物品 提出不要 提出不要 提出不要 

福岡市 建設工事 提出不要 提出必要 提出不要 

建設コンサルタント等 提出不要 提出必要 提出必要 

物品 提出不要 提出必要 提出必要 

北九州市 建設工事 提出不要 提出必要 提出不要 

建設コンサルタント等 提出不要 提出必要 提出必要 

物品 提出不要 提出必要 提出必要 

 （※1）消費税：消費税及び地方消費税に係る納税証明 （P18のとおり） 

（※2）県税：県税が未納でないことの証明（P19のとおり） 

 （※3）社会保険等：社会保険等の加入に係る証明（P20 のとおり） 

「福岡市」を選択してください。 

「北九州市」を選択してください。 
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 （３）誓 約 書_（様式２） 

  内容をよく読んだ上で、誓約書の記入及び押印は必ず代表者名でお願いします。 

（注：委任状を提出されている場合でも代表者名の記入及び押印を提出してください。） 

 

 

様式１（申請書）に記入した申請

年月日を記入してください 
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 （４）委 任 状 _（様式３） 

  委任状は、本社又は本店から、支店等に委任する場合のみ提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必ず様式１（申請書）④と同じ

印）を押してください。 

役職名が漏れていないか提出前に 

チェックしてください。 

なお、ゴム印・可とします。 

様式１（申請書）に記入した申

請年月日を記入してください。 
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（５）業 態 調 書（有資格者数 及び 登録事業 ）_（様式４） 

 

 

① 有資格者数 

   該当する資格等に「①申請年月日」における該当者の人数を記入してください。 

 

記入する有資格者数は自社の常勤職員のみとし、非常勤職員、友好・協力関係にある別会社の職員等

は記入しないでください。なお、１人で２以上の資格を有している者がある場合は、重複して計上し

てください。ただし、一級・二級、士・士補の資格を有している場合は上位のもののみを計上してく

ださい。 

  また、システム関連においては、以下のいずれかを満たす資格を有している場合としてください。 

   

・情報処理技術者（ＳＴ／ＳＡ／ＰＭ／ＮＷ／ＤＢ／ＥＳ／ＳＣ／ＳＭ／ＡＵ／ＡＰ／ＦＥ）旧資格

の同等レベルも可能。 
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②「登録を受けている事業」 

   下記の区分に従って希望する申請業種の営業に関して必要な登録番号及び登録年月日を記入し、登

録証明書又は許可証明書を添付してください。 

 

 

区分 要件 

測量業者 測量法（昭和 24 年法律第 188号）第 55 条による登録を受けていること。 

 

建築士事務所 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条による登録を受けていること。 

 

建設コンサルタント 建設コンサルタント登録規程（昭和 52 年建設省告示第 717号）第２条による登録

を受けていること。 

 

地質調査業者 地質調査業者登録規程（昭和 52 年建設省告示第 718 号）第２条による登録を受け

ていること。 

 

補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程（昭和 59 年建設省告示第 1341 号）第２条による登

録を受けていること。 

 

不動産鑑定業者 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38 年法律第 152 号）第 22 条による登録を

受けていること。 

 

土地家屋調査士 土地家屋調査士法（昭和 25 年法律第 228 号）第８条による登録を受けていること。 

（土地家屋調査士が２人以上所属しているときは、１人のみについて記載する。） 

 

司法書士 司法書士法（昭和 25 年法律第 197 号）第８条による登録を受けていること。 

 

計量証明事業者 計量法（平成４年法律第 51 号）第 107 条による登録を受けていること。 

 

その他の登録を 

受けている場合 

登録事業名などを空白の欄に記入してください。 
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（７）業 態 調 書（希 望 業 務）_（様式５） 

 

 

 

  申請を希望する業種の「希望の有無」欄に○を記入してください。 

「許可又は登録の有無」欄の網掛け以外の部分は、登録されている必要がありますので、登録の証明

書の提出がない場合は、「希望の有無」欄に○が記入されていても、希望がないものとして処理しま

す。 

 

（例）「建築一般」を希望しているが、「許可又は登録」がないため、認定しません。 

   

「建築一般」 

→ 認定しません。 
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（８）営 業 所 一 覧 表_（様式６） 

  委任をする場合のみ提出してください。 

 

▼建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程又は補償コンサルタント登録規程による現況

報告書の副本の写し（現況報告書は国土交通大臣に提出し、その確認印を受けたものに限る。）を提

出することにより、本様式の提出を省略することができます。現況報告書の副本の写しを提出する場

合で、別紙営業所一覧がある場合は、併せて必ず提出してください。 

 

 

存在しない架空の営業所等を記載した場合には、競争参加資格の認定が受けられず、

また、認定後発覚した場合には、認定を取り消されることがあります。 
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（９）役 員 名 簿_（様式７） 

 役員名簿を作成し、提出してください。 

 

 

□ 福岡県、福岡市又は北九州市の名簿に登録がある方   

 提出する必要はありません。 

 電子媒体の作成も不要です。 

 

理由）当公社の設立団体である福岡県・福岡市・北九州市においても名簿の登録条件と

して「役員等が暴力団等に該当しないこと」を求めているため。 

 

▼名簿への登録状況は、当公社にて確認しますので、画面の写し等は不要です。 

 

□ 福岡県、福岡市又は北九州市の名簿に登録がない方 

 

 

 

 

（１）１行目の記入例を確認し、記入例は申請者にて削除してください。 

 

 

（２）１行目から、「氏名カナ」、「氏名」、「生年月日」及び「性別」を記入して

ください。 

 ・審査基準日現在の状況とする。 

 ・対象となる役員は、履歴事項全部証明書において、「役員に関する事項」

 欄に記載された全ての者（監査役を含む。）とする。 

 

 

 

「役員等が暴力団に該当しないこと」を確認するために 

福岡県警察本部に対し、「役員名簿」にて照会します。 

  

記入例は、確認したあとは、

削除してください。 

忘れずに記入してください。 

・「業者番号」 

・「登録業者名」 

・「作成者」 

・「電話番号」 
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（３）本様式については、P3 の「必要提出書類」のとおり、提出書類の１つですが、

電子媒体に保存し、提出してください。 

※必ず Excel ファイル形式にて保存し、ＰＤＦ化は行わないでください。 

 

電子媒体 ＣＤ‐Ｒ又はＤＶＤ‐Ｒ 

（書き込みが一度しかできない設定をしたもの） 

 

ラベル 電子媒体及びケースにラベルを貼ること。 

① 会社名 

② 提出年月日（郵送年月日） 

③ ウィルスチェック 

（ソフトウェア名、前回のアップデート日付、チ

ェック実行日付） 

 

数量 電子媒体、紙ベース：各１部 

1 部   1 部 

 

 

 

＋ 
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▼ 以下の発行日は、様式１に記入した「①申請年月日」より前３か月以内のもの提出してください。 

 

▼ いずれも１部を提出してください。 

 

▼ いずれも複数枚ある場合は、書類ごとにホチキス（左上）で留めた上で、提出してください。 

 

（注意）提出された書類については、各入札時の資本関係確認等のため使用することがあります。 

 

記号 提出書類 説明 原本 写し 

ア ＜法人の場合＞ 

履歴事項全部証明書 

□ 法務局発行の「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全

部証明書」 

 ○ 

イ ＜個人の場合＞ 

身分（身元）証明書 

□ 本籍地の市区町村発行の身分（身元）証明書 ○  

ウ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

 

□ 福岡県、福岡市又は北九州市の     証明書を 

名簿に登録がある方       提出する必要はありません。 

 

理由）当公社の設立団体である福岡県、福岡市又は北九州市においても名簿の登録条件

として「消費税及び地方消費税」が未納でないことを求めているため。 

 

▼名簿への登録状況は、当公社にて確認しますので、画面の写し等は不要です。 

 

□ いずれの名簿にも登録がない方 

 

 

 次の様式のうち、いずれか１枚を提出してください。 

 

様 式 証 明 の 内 容 個人 法人 

① 国税通則法施行規則 

別紙第 9 号書式（その 3の 2） 

「申告所得税及び復興特別所得税」及び「消費税及

び地方消費税」について未納の税額のないことの証

明書 

◎  

②国税通則法施行規則別紙

第 9 号書式（その 3 の 3） 

 

「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について

未納の税額のないことの証明書  ◎ 

③国税通則法施行規則別紙

第 9 号書式（その 3） 

 

未納の税額（「消費税及び地方消費税」）について

未納の税額がないことの証明書 ○ ○ 

できる限り、「◎」が付いた証明書を提出してください。 

 

ただし、上記①、②、③が提出できない方は、「国税通則法施行規則別紙第 9 号書式

（その 1：納税額等証明用）」でもよいが、証明書において「未納額が 0 円」である

旨が明記されていることが必要です。 

 

（参考）国税通則法施行規則別紙第９号書式 
（その 3 の 3）法人用      （その 3 の 2）個人用 

 ○ 

各 公 的 機 関 発 行 の 証 明 書  

「消費税及び地方消費税」が未納でないことを証明する  
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（その 3）個別の税目について未納の税額がないこと 

 

・免税事業者の方は、その理由書（任意様式）を提出してください。 

エ 県税が未納でないことの証明書 

 

□ 福岡県の名簿に登録がある方    証明書を 

        提出する必要はありません。 

 

理由）当公社の設立団体である福岡県においても名簿の登録条件として「県税」が未納

でないことを求めているため。 

 

▼名簿への登録状況は、当公社にて確認しますので、画面の写し等は不要です。 

 

□ 福岡県の名簿に登録がない方 

 

 

 

次の様式を提出してください。 

様 式 証 明 の 内 容 個人 法人 

福岡県納税証明書 「県税」に未納がないことの証明書 

 
○ ○ 

なお、県外の申請者の方で、福岡県に対し、納税の義務がない場合は、 

「福岡県に対し納税の義務がない理由書（任意様式）」を記名・代表者押印の上、 

提出してください。 

 ○ 

オ 社会保険等が「未加入」であった場合の証明書   

「県税」が未納でないことを証明する  
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□ 福岡県、福岡市（工事）又は       証明書を 

北九州市（工事）の名簿に     提出する必要はありません。 

登録がある方 

 

理由）当公社の設立団体である福岡県、福岡市（工事）又は北九州（工事）においても

名簿の登録条件として「社会保険等が未加入でないこと」を求めているため。 

 

▼名簿への登録状況は、当公社にて確認しますので、画面の写し等は不要です。 

 

□ 上記の名簿に登録がない方 

 

→ 別紙「「社会保険等の加入」の申請要件について」を確認してください。 
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▼ いずれも１部を提出してください。 

 

▼ いずれも複数枚ある場合は、書類ごとにホチキス（左上）で留めた上で、提出してください。 

 

▼ なお、建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程又は補償コンサルタント登録規程による

現況報告書の副本の写し（現況報告書は国土交通大臣に提出し、その確認印を受けたものに限る。）を提

出することにより、P18 の「ア 履歴事項全部証明書」又は「イ 身分（身元）証明書」の提出は省略す

ることができます。 

 

記号 提出書類 説明 原本 写し 

キ 営業に関し法令上、必

要とする登録の証明書 

□ 希望する業種に関し、必要な登録の証明書（写し）等を

必ず提出してください。 

 

□ 様式１に記入した「①申請年月日」が、登録の有効期間

（５年間）内であるかを確認してください。 

 

例）「①申請年月日」が令和 8 年５月３１日 

提出された登録証明書（写し）等の有効期限が、令和 8年５月３０日

以前である場合は、未更新と判断します。 

 

 ○ 

 

希望する業種により、次の書類を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する業種 必要な添付書類 

測量 

測量一般 

測量法に基づく測量業者の登録証明書 地図の調製 

航空測量 

建築関係 

コンサルタント 

建築一般 建築士法に基づく建築士事務所の登録証明 

設備設計 
特になし 

電気設計 

営 業 に か か る 登 録・証 明 書 の 写 し 等 



R8.4.1 版 

 

-22- 

土木関係 

建設コンサルタント 

道路 

建設コンサルタント登録規程に基づく登録証明書又

は現況報告書の副本の写し（現況報告書は国土交通大

臣に提出し、その確認印を受けたものに限る。） 

造園 

都市計画及び地方計画 

地質 

土質及び基礎 

鋼構造及びコンクリート 

トンネル 

施工計画・施工設備 

及び積算 

建設環境 

交通量調査 

特になし 

環境調査 

経済調査 

分析・解析 

電算関係 

計算業務 

資料整理等 

施工管理 

地質調査 地質調査 

地質調査業者登録規程に基づく地質調査業者の登録

証明書又は現況報告書の副本の写し（現況報告書は国

土交通大臣に提出し、その確認印を受けたものに限

る。） 

補償関係 

コンサルタント 

土地調査 

補償コンサルタント登録規程に基づく登録証明書又

は現況報告書の副本の写し（現況報告書は国土交通大

臣に提出し、その確認印を受けたものに限る。） 

土地評価 

物件 

機械工作物 

営業補償・特殊補償 

事業損失 

補償関連 

総合補償 

不動産鑑定 
不動産の鑑定評価に関する法律による登録を受けて

いること者であることの登録証明書 

登記手続等 特になし 

ソフトウェア 

関連 

システム開発 

特になし 
システム運用保守 

業務パッケージソフト販売 

ソフトウェア開発 
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５ 競争参加資格の審査結果の通知について_ 

 （１）審査結果の通知について 

（８月１日が休日にあたるため、公表は翌平日となる８月３日に行います） 

審査結果 競争参加資格通知 結果はどこで確認するのか。 

 

公表日 

「資格あり」と 

認定された方 

通知はしません。 

（各自で確認してくださ

い。） 

① 公社ホームページ 

② 福岡北九州高速道路公社 

本社４階の閲覧コーナー 

令和 8 年 8 月３日 

不認定の方 

 

書面により通知します。 外部公表はおこないません。 令和 8 年 8 月３日 

以降 

 

（２）審査結果の確認方法について 

 Q.公社ホームページとは具体的にどこですか。 

 A.次のとおりです。 

   トップページ上部のタブ「契約情報・技術情報」を押下する。 

   →契約情報「入札参加資格登録」を押下する。 

   →右部（契約情報）の「競争参加資格者名簿」を押下する。 

   →ＰＤＦファイル「〇測量及び建設コンサルタント」を押下する。 

□ 競争参加資格者名簿  https://www.fk-tosikou.or.jp/keiyaku/portal/meibo/meibo.shtml 

 

６ その他_ 

（１） 公社の申請業種の区分について 

 申請できる業種区分は、下表のとおりです。くわしくは P21、22 を確認してください。 

 

業種の区分 

主な業務内容 

許可又は登録が 

必要な業種 

許可又は登録が 

特に必要でない業種 

１ 測量 
測量一般、地図の調製、 

航空測量 

 

２ 
建築関係 

コンサルタント 

建築一般 

 

設備設計、電気設計 

３ 
土木関係 

建設コンサルタント 

道路、造園、都市計画及び地

方計画、地質、土質及び基礎、

鋼構造及びコンクリート、ト

ンネル、施工計画・施工設備

及び積算、建設環境 

交通量調査、環境調査、経済

調査、分析・解析、電算関係、

計算業務、資料整理等、施工

管理 

４ 地質調査 地質調査  

５ 
補償関係 

コンサルタント 

土地調査、土地評価、物件、

機械工作物、営業補償・特殊

補償、事業損失、補償関連、

総合補償、不動産鑑定 

登記手続等 

６ ソフトウェア関連 

 システム開発、システム運用

保守、業務パッケージソフト

販売、ソフトウェア開発 

https://www.fk-tosikou.or.jp/keiyaku/portal/meibo/meibo.shtml
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７ 申請にあたっての注意事項_ 

 

（１） 虚偽の申請又は重要な事実の記載をしなかった場合の対応について 

 

  競争参加資格が受けられず、認定後に発覚した場合には、取り消されることがあります。 

 

（２） 一般競争（指名競争）参加資格者名簿に登載される情報について 

 

当公社の一般競争（指名競争）参加資格者名簿には、本社又は本店、支店等のうち、１か所

が登載されます。入札や契約等の権限を支店等に委任する場合は、様式１⑤に記載の支店等の

情報が名簿に登載され、支店等に委任しない場合には、様式１④に記載の本社又は本店の情報

が名簿に登載されます。 

 

（３） 認定後における業務種別の変更について 

 

 申請受理後は、希望する業務種別の変更はできませんので、申請提出前に十分確認の上、申請し

てください。（今回の登録では、有効期限の令和 10 年 7 月 31 日までは変更できません。） 

 

（４） 認定後における本店又は支店の登録変更について 

 

 申請受理後は、以下のケースは原則として認めませんので、申請提出前に十分確認の上、申請し

てください。（今回の登録では、有効期限の令和 10 年 7 月 31 日までは変更できません。） 

・本店を登録後、委任先への変更 

・登録した委任先から、別の委任先（本店）への変更 

 

（５） 電子入札システム参加のための利用者登録 

 

 当公社では、電子入札を全面的に導入しています。電子入札による入札・見積りに参加するには、

競争参加資格に加えて電子入札システム参加のための利用者登録が必要となります。また、指名競

争入札においては、電子入札システムに利用者登録済であることを指名の基本としています。 

 

まだ利用者登録を行っていない場合は、利用者登録の詳細について公社ホームページをご確認の上、

認定後速やかに実施してください。 

 

□ 公社ホームページ（利用者登録） 

https://www.fk-tosikou.or.jp/keiyaku/portal/ 

 

８ よくある質問_ 

Ｑ１：登録証明の申請中（更新手続き中）で書類が提出できません。 

Ａ１：前回の登録証明書をご提出の上、申請中であることが分かる書類（申請書の写し等）を提出して

ください。その際、下記について記載した同意書（書式は任意）を同封してください。 

  【記載事項】 

   ・商号又は名称 

   ・代表者肩書、代表者名および押印 

   ・現在、建設業許可の申請中であること 

   ・許可が出次第、通知書を送付すること 

https://www.fk-tosikou.or.jp/keiyaku/portal/
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   ・公社の指定する日までに許可通知書の提出がなかった場合、競争参加資格者名簿から 

    削除されることに異論のないこと 

Ｑ２：申請後、認定日までの間に申請内容の変更（代表者の変更等）がある場合は、どうしたらよいか。 

Ａ２：下記の問い合わせ先に連絡した上で、提出書類の正しいものを送付してください。 

 

９ 認定後における申請内容の変更について_ 

申請内容の変更（代表者の変更等）については、変更事項を証明する書類を添えて、速やかに届け出て

ください。 

変更届の様式は、公社ホームページに掲載していますので、ご利用ください。 

なお、変更届は、ＦＡＸ、メールでの受付は行っておりません。 

郵送又は持参により提出をお願いします。 

 

 □ 公社ホームページ（変更届の様式） 

 https://www.fk-tosikou.or.jp/keiyaku/portal/nyu-sikaku/nyu-sikaku.shtml 

 

１０ お問い合わせについて_ 

  問い合わせ時間 

   １０：００～１２：００／１３：００～１７：００（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

 

   

   【問い合わせ先】 

 

   福岡北九州高速道路公社 総務部 財務課 契約係 

  電話： ０９２－６３１－３２８９ 

   F A X： ０９２－６３１－０１２８ 
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